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基調報告

一牧ロ常三郎は国家政策の何に抵抗 したか一

伊 藤 貴 雄

本 日は、このように発表の機会をいただき、大変に恐縮 し、また緊張してお ります。私から

は、簡単ですが、1943(昭 和18)年7月6目 に起きた牧 口常三郎の逮捕の理由にっいて、報告

をさせていただきます(1)。
一般には 「治安維持法違反」と 「不敬罪」が逮捕の理由であるといわれてお りますが、それ

は具体的にはどうい う意味なのか。つま り、牧口の思想 と行動の何が当時の法に触れるもの と

見なされたのか。もっ と直接的にいえば、牧口の逮捕についてはよく<神 札の拒否〉が話題に

されますが、はたしてそれだけが理由だったのか。時間も限られてお りますので、ほんの要点

のみになると思いますが、当時の文書をもとに、逮捕の背景に迫ってみたいと思います(2)。

1『 特高月報』昭和18年7月 分 逮捕に関する公式記録

資料を多数用意 してお りますので、それに添ってお話 しします。

最初にご覧いただきたいのは、『特高月報』とい うものです。これは 「特別高等警察」とい う

一 ナチスでいうゲシュタポのようなものですね一 戦前 ・戦中の目本において国民の行動を

監視 し、取 り締まっていた警察の月報です。内務省警保局保安課の発行で、右上の方に 「厳秘」

と書いてあります ように、当時の極秘資料です(現 在は、政経出版社から復刻版が出てお り、

図書館等で閲覧できます)。

今 日お配 りしたのは、「昭和十八年七月分」 まさに牧 口が逮捕 された月の号一 のコピ

ーです。目次をみますと、「共産主義運動の状況」「国家(農 本)主 義運動の状況」「労働及経済

状況」「農村状況」「朝鮮人運動の状況」「宗教運動の状況」とい う順に並んでお り、特高が国民

の生活のじつに細かいところにまで監視の目を光らせていた様子が うかがえます。

この最後の 「宗教運動の状況」とい う項 目のなかに 「一〇、創価教育学会本部関係者の治安

維持法違反事件検挙」 とい う記事があ りまして、ここに当時の警察がどういう理由で牧 口を逮

捕したのかが書かれています。っま り、国家の公文書として、正式に牧口の逮捕理由を記 した

文書がこれなのです。まず、その内容を確認 したい と思います。

「東京都神田区錦町一ノー九所在創価教育学会は、昭和三年頃現会長たる牧口常三郎が芝

区白金台町小学校長退職後、当時本名の冒信中なりし日蓮正宗(静 岡県富士市上野村大石

寺を本山とす)の 教義に特異の解説を施したる教理を創案 し、知人たりし小学校教員等を

糾合 して創設せる宗教団体なるが、会長牧 口を中心 とする関係者等の思想信仰には幾多不

逞不穏のものありて、予てより警視庁、福岡県特高課に於て内偵中の処、牧口会長 は信者

等に対し 『天皇も凡夫だ』『克 く忠になどとは天皇自ら言はるべきものではない。教育勅
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語から削除すべきだ』『法華経、目蓮を誹諺すれば必ず罰が当る』『伊勢神宮など拝む要は

ない』等不逞教説を流布せるのみならず、客年一月頃以降警視庁当局に対し 『創価教育学

会々員中には多数 の現職小学校教員 あり且其の教説は 日蓮宗に謂ふ曼茶羅の掛幅を以て

至上至尊の礼拝対象 となし、他の一切の神仏の礼拝を排撃 し、更に諺法払ひ と称して神符

神札或は神棚仏壇等を焼熾撤却 し、甚しきは信者たる某妻が夫の留守中諺法払ひを為した

る為離婚問題を惹起せ り』等屡篤投書せる者ありて、皇大神宮に対する尊厳冒漬並に不敬

容疑濃厚 となりたる為同庁に於て、本月七 日牧 口常三郎外五名を検挙 し取調べを進めたる

結果、更に嫌疑濃厚 と認 めらるる寺坂陽三外四名を追検挙 し引続き取調べ中な り」(3)

以上が全文です。私なりに要点を解説します と、まず 「会長牧口を中心にする関係者等の思

想信仰には幾多の不逞不穏のものありて」 牧 口会長たちの思想信仰には、体制側か ら見て

たくさんのくけしからん〉ところがあるとい うわけです。そこで 「予てより警視庁、福 岡県特

高課に於て内偵中の処」 内偵 とは現在でいうスパイ活動です。荻野富士夫著 『特高警察体

制史』によると、当時の内偵には、尾行や盗聴はもとより、犯罪捜査 ・戸口調査 ・営業臨検な

どあらゆる機会をっかってのく直接視察〉と、新聞記事や密告スパイを利用するく間接視察〉

とがあったそうで、とくに1932年3月 刊の警察研究会編 『社会運動に直面して』では、「昭和の

警察は進歩せる科学的組織的な警察網の働きによつて明るく正 しき視察をすべきである。只警

察官は管内又は受持区に於て真に警察精神を理解せる警察応援者を物色 し之を各その向々によ

って指導し教育して、間接に且つ 自発的に警察を援 くる人物を獲得養成すること、即ち国家社

会民衆の為赤誠を捧 ぐる手段 として警察の耳目となる人物 と特殊な事柄に付き善処するは弊害

なきものと思はれる」と密告スパイの有用性が説かれています(4>。 特高は、これらさまざま

な手口をっかって、牧口の身辺をさぐったわけです。

その結果、牧 口の次のような発言が 「福岡県特高課」の目にとま ります。個々の発言の意味

内容にっいては、のちほどくわしく検討することにし、ここではほんのさわりだけ見ておきま

す。① 「天皇 も凡夫だ」 天皇は人間であるということです。② 「克 く忠になどとは、天皇

自ら言はるべきものではない。教育勅語から削除すべきだ」 教育勅語に対する批判です。

③ 「法華経、日蓮を誹諺すれば必ず罰が当る」 法華経、日蓮信仰の教義の一つである法罰

論です。④ 「伊勢神宮など拝む要はない」 国家神道に対する批判です。さて、これ らの発

言を 『特高月報』は、「不逞教説」とい う言葉でひとくくりにしています。以上は、さきに見た

内偵の区分でいうと、〈直接視察〉によって収集 された情報です。

このあとに、⑤ 「神札」の話が出て来ます。「客年一H頃 以降」すなわち1942年1月 以降、

しばしば警察に投書が寄せ られ、そこには、"創価教育学会が 「諺法払ひ」といって神札や神棚

を撤廃した り焼却した りしてお り、そのために離婚騒動が起きたところもある"と い う内容が

書いてあったとい うのです。 この投書がだれによるものかは明らかではありませんが、 さきの

区分でい うとく問接視察〉、つま り警察官ではないが 「警察精神を理解せる警察応援者」「間接

に且っ自発的に警察を援 くる人物」「警察の耳 目となる人物」、一言でいえば〈密告スパイ〉に

よる投書といえます。

*

以上の情報にもとづき牧口が 「皇大神宮に対する尊厳冒濱拉に不敬容疑濃厚」 と判断された

ため、検挙に踏み切ったのだと 『特高月報』は結論づけています。 さて、ここで注意したいこ

とがあ ります。月報の文章に 「予てより警視庁、福岡県特高課に於て内偵中の処」 とあります
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が、牧口が福岡県で創価教育学会の会合を開いたのは、今 日確認 されているかぎり、1940(昭

和15)年11H上 旬 と、翌1941(昭 和16)年11H中 旬 との2回 です。とくに2回 目(1941年11A)

は、二 日市(現 ・福岡県筑紫野市)の 武蔵屋旅館で 「九州総会」を開催していますが、そのさ

い3人 の特高刑事が監視のため立ち会った とい う証言があ ります(5)。 牧 口の 「天皇も凡夫だ」

以下の諸発言が福岡県特高課によって記録されたのは、このときの可能性が強い と考えられま

す(も ちろん、すでに1940年 の段階で 目をつけられていた可能性も否定はできません(6))。 さ

て重要なのは、「神札」に関する投書が警察に寄せ られたのが1942年1H以 降なので、その間、

少なくとも約2ヶ 月の時間差があるとい うことです。つまり、特高は、神札問題が持ち上がる

少なくとも約2ヶ 月前には、①天皇凡夫説、②教育勅語批判、③法罰論、④国家神道批判の4

点において、牧 口に目をつけていたわけです。

この2ヶ 月の差は、けっして軽視できません。 というのも、この2ヶ 月のあいだには、1941

年(昭 和16)12A8目 のく真珠湾攻撃〉という事件が起きているからです。っま り、牧口は、

太平洋戦争(当 時は 「大東亜戦争」といいました)の 開始前からすでに、国家にとっての〈危

険分子 〉と見なされていたのです。より正確 にいえば、開戦直前の、思想統制がそれまで以上

に強化 される時期に、牧口はく非国民〉視されたわけです。開戦を最終的に決定した!2月1日

の御前会議で、総理大臣の東条英機(内 相 も兼任 していました)は 、「日米問題二関スル国民ノ

動向並二治安上ノ措置」として、「共産主義者、不逞朝鮮人、一部宗教上の要注意人物等ノ墜

反軍其ノ他不穏策動ヲ為ス虞 ノアル者」の取締 と予防検束 を挙げています(7)。 この ときすで

に牧口は警察のブラックリス トに上がっていました。そして、この東条の指令を受け、特高警

察がさらに思想統制を強める中、牧 口を捕 らえる格好の材料 としてく神札拒否〉の嫌疑が新た

に加わったわけです。

今 目から見ればやや意外なことかもしれませんが、牧 口の言動のなかで特高が最初に目をっ

けたのは、神札拒否ではありませんでした。また、特高が挙げた牧 口のく不逞教説〉には、①

天皇凡夫説 と②教育勅語批判とい う、かならず しも宗教 とは直接的な関わりのない事項が含ま

れていました。では、牧口はどうい う意味でそれらの発言 をしたのでしょうか。そして特高は

どういう根拠から牧口の発言を治安維持法違反および不敬罪と見なしたのでしょうか。

2天 皇凡夫説

ここで参考になる資料が 『特高月報』の昭和18年8月 分、っま りさきほど見た号の翌月号で

す。これには 「創価教育学会会長牧 口常三郎に対する訊問調書抜粋」(以 下、「訊問調書」 と略

記)と い う長文の記事があり、牧 口と警察 との一問一答が全部記録されています。このなかで

警察は、さきの牧 口の発言ひとっひとつにっいて、その真義を問いただし、言質を取ろうとし

ます。以下、①天皇凡夫説、②教育勅語批判、③法罰論、④国家神道批判のそれぞれにっいて、

該当する部分 を 「訊問調書」か ら抜き出し、牧口本人の説明を確認 してみましょう。それから、

その発言が警察によって問題視 された理由を、当時の政府が出していた公式見解の内容 と比較

することで考えてみたいと思います。

まず、①天皇凡夫説に関するところです。

「問 陛下が御本尊に帰依されて、其御心に従つて国家を御治めになると云ふ事になると

陛下の御 自由の御意思が阻害されはせぬか。

答 左様な事にはならない と思ひます。私は学会の座談会等の席や又会員其他の人に個々
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面接の際度々 陛下の事に関しまして、

天皇陛下も凡夫であって、皇太子殿下の頃には学習院に通はれ、天皇学を修められ

て居るのである。

天皇陛下も間違ひも無いではない。明治初年に明治天皇に山岡鉄舟は随分御忠告を

して間違 を指摘 されたそうである。 と話した事があ りますが全く其通 りであります

然 し 陛下も久遠本仏たる御本尊に御帰依なさる事に依つて、自然に智恵が御開け

になつて、誤 りのない御政治が出来る様になると思ひます」(8)

要するに、"天皇も、皇太子時代は学校に通って学んでいる以上、自分たち国民 と同じ人間

である"と い うことです。教育学者の牧 口らしい見解です。今 日から見れば、ごく当たり前の

見解でしょうが、当時は、それすらも法に触れるような目本であったわけです。周知のことと

は思いますが、ここで当時の政府の公式見解を見ておきましょう。

資料として用意したのは、文部省が1937(昭 和!2)年3E30日 に出した国民教化用パンフレ

ット 『国体の本義』です。私がもっている第10刷(1943[昭 和18]年5E31日 発行)の 奥付に

は173万 部とありますから、毎年平均25万 部近 くも刷っていたことになります(9)。 また、角家

文雄著 『昭和時代15年 戦争の資料集』は、「『国体の本義』は終戦にいたるまで中等学校教

育の聖典になった。小学校(国 民学校)、 中等学校の教員は 『国体の本義』の内容を理解するた

めに研究読書会を設け、中等学校の多くは 『修身』の教科書 として使用 した。高等学校、専門

学校、軍関係学校の入学試験にも必読書 とされた。それだけに、当時の青少年に大きな影響を

与えたといえる。三十年以上経った今 日に至るまで、『国体の本義』の"肇 国"の 章など、ほぼ

正確に記憶 している四十歳代の人は多いのではなかろうか」(10)と述べています。文字通 り、十

五年戦争中のく公式見解〉を代表する文献 といえます。ちなみに、この本が出て一ヶ月あまり

たった7月7日 に盧溝橋事件が起こり、目中戦争(当 時は 「支那事変」 といいました)が 始ま

ります。『国体の本義』については、またのちほど取 り上げますが、戦争開始の約一ヶ月前に全

国の教育機関に一斉配布 されたという～事をもって しても、このパンフレッ トのもつ政治的意

味の大きさがうかがえます。

冒頭の 「第一 大 日本国体 一、肇国」 とい う節は、次の一句で始ま ります。

「大 日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ我が

万古不易の国体である」(11)

このあと、古事記、日本書紀を引いたうえで、「天照大神は、この大御心 ・大御業を天壌 と

共に窮 りなく彌栄えに発展せ しめられるために、皇孫を降臨せしめられ、神勅を下し給 うて君

臣の大義を定め、我が国の祭祀 と政治 と教育 との根本を確立し給 うたのであつて、こ払に肇国

の大業が成つたのである」(12)と、天皇が天照大神の子孫であることを強調 します。そして 「我

が国の政治は、上は皇祖皇宗の神霊を祀 り、現御神 として下万民を率ゐ給ふ天皇の統べ治らし

給ふ ところであつて、事に当るものは大御心を奉戴 して輔翼の至誠を尽 くすのである」(13)と、

歴代の天皇もまたく神 〉にほかならぬことを結論するのです。

*

以上のような荒唐無稽な神話が国家教育の支柱に置かれ、受験にすら課されたとい う時代状

況を頭にお くと、牧口の天皇凡夫説は、か りにそれが近代人の常識 を述べたものにすぎない と
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しても大変な重みを持っています。 ところが、〈現人神〉の神話が当時の社会で担った政治的

役割を考えるとき、牧 口の天皇凡夫説は、常識の表明以上の意味をもつことがわか ります。今

度は、『国体の本義』と並んで、国民教化において大きな役割を果た したパンフレッ ト『臣民の

道』から引用 しましょう。これは文部省教学局が194![昭 和16]年7A21日 に発行 した もので、

今 日資料 としてお配 りしたのは、同年8H15日 に出た注釈付バージョン(久 松潜一 ・志田延義

解題、高須芳次郎註解 『文部省編纂 臣民の道』)です。全編 どこをみても、4ヶ 月後の開戦を

想定して書かれたとしか思えない本なのですが、その第3章 第1節 「皇国臣民としての修練」

にはこうあります。

「歴代の天皇は皇祖の神齎であらせ られ、皇祖 と天皇 とは御親子の関係にあらせ られる。

而して天皇と臣民との関係は、義は君臣にして情は父子である。神 と君、君 と臣とはまさ

に一体であり、そこに敬神崇祖、忠孝一本の道の根基がある。[…]さ れば、国民各気が

肇国の精神 を体得し、天皇への絶対随順のまことを致すことが臣民の道であ り、その実践

によって自我功利の思想は消滅 し国家奉仕が第一義 となってくるのである」(14)

このように、現人神の神話こそは、日本の全国民を戦争に奉仕させるうえで、最大のイデオ

ロギー的効果を発揮したものなのです。このイデオロギーは、中等教育のみならず、初等教育

を通 しても鼓吹されました。『臣民の道』とほぼ同時に文部省が編纂 し、太平洋戦争の開戦直後

に発行 された修身教科書である 『初等修身科 一』(1942[昭 和17]年2月)を 開いてみましょ

う。その 「三 日本の子ども」とい う節にはこうあります。

「世界に、国はたくさんありますが、神様の御ちすぢをお うけになった天皇陛下が、おを

さめにな り、かぎりなくさかえて行く国は、 目本のほかにはあ りません。いま日本は、遠

い昔、神様が国をおはじめになった時の大きなみ心にしたがって、世界の人々を正しくみ

ちびか うとしてゐます。/私 たちのお とうさん、にいさん、おちさんなどが、みんな勇ま

しくたたかってゐられます。戦場に出ない人も、みんな力をあはせ、心を一っにして、国

をまもらなければならない時です。/正 しいことのおこなはれるや うにするのが、 目本人

のっ とめであります。私たちは、神様のみをしへにしたがって、世界の人人が しあはせに

な るや うに 、 しな けれ ば な りませ ん 」(15)

表現こそ 『国体の本義』や 『臣民の道』に比べて容易ですが、内容はそれ らのパンフレット

よりもずっと直接的です。子 どもたちは、天皇というく神 〉に絶対随順することを最高の道徳

と教えられ、将来く兵士〉あるいは〈銃後の母〉となることの大切 さを、頭脳に刷 り込まれて

いくわけです。次に見る 「教育勅語」の問題 とも関わるのですが、牧口の天皇凡夫説は、そ う

した国民教化イデオロギーを一挙にく相対化〉するインパ クトをもっていたといえます。だか

らこそ、『特高月報』も、牧口の〈不逞教説〉の筆頭にこれを挙げたので しょう(16)。

3教 育勅語批判

っぎに、②教育勅語批判です。 「訊問調書」にはこうあ ります。

「問 被疑者は学会の会員其の他に対 し教育勅語の 『克ク忠二』 と謂ふ事を天皇陛下が臣
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民に仰せられた事でないと説明して居るが、如何なる理由なりや。

答 教育勅語の中に、親に対しては 『父母二孝二』と明示 してありますが、陛下御 自ら臣

民に対して忠義を尽くせ と仰せ られる事は、却而 陛下の御徳を傷付けるもので、左

様に仰せにならなくても日本国民は 陛下に忠義を尽 くすのが臣民道であると考へま

す」(17)

"克ク忠二"の 意味については
、あとで詳 しく見ますが、さしあた りは 「よく忠実であれ」と

い う意味で理解 しておきましょう。牧 口は、この言葉が"天 皇の発言ではない"と 会員に語っ

たようで、警察はその真意を聞くわけです。それに対 して牧 口は、"天皇陛下みずから国民に向

かって 「忠実であれ」 とおっしゃるのは、逆に、陛下の徳を傷付けることになりはしないでし

ょうか。もし、そのように命令 しない と国民が忠実になれないのであれば、よほど陛下は国民

から信頼されていないとい うことになりはしませんか"と 答えます。ずいぶん、天皇に配慮 し

た表現ですが、これは警察署内での問答ですから、われわれはここに牧口の込めた一流の皮肉

とい うか、抵抗精神 とい うか、まさに相手の立場に則 りつっ相手を論駁するとい うレトリック

を読みとる必要があると思います(18)。

ここで、牧 口の真意を探るためにも、やはり 「教育勅語」を見ておかねばな りません(読 み

やす くするため、牧野宇一郎 『教育勅語の思想』に従って、句読点を打ちます(19))。

「朕惟フニ、我力皇祖皇宗、國ヲ肇ムルコ ト宏遠二、徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ。我力臣民、

克ク忠二克ク孝二、億兆心ヲーニシテ、世世豚ノ美ヲ濟セルハ、此レ我力國禮 ノ精華ニシ

テ、教育ノ淵源、亦實二此二存ス。爾臣民、父母二孝二、兄弟二友二、夫婦相和シ、朋友

相信シ、恭倹己ヲ持シ、博愛衆二及ホシ、學ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器ヲ

成就シ、進テ公益ヲ廣メ世務 ヲ開キ、常二國憲ヲ重シ國法二遵 ヒ、一旦緩急アレハ義勇公

二奉シ、以テ天壌無窮 ノ皇運 ヲ扶翼スヘシ。是ノ如キハ、濁 リ朕ガ忠良ノ臣民タル ノミナ

ラス、又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン。

斯ノ道ハ、實二、我力皇祖皇宗 ノ遺訓ニシテ、子孫臣民ノ倶二遵守スヘキ所、之ヲ古今

二通シテ謬ラス、之ヲ中外二施シテ悼 ラス、朕爾臣民 ト倶二、拳拳服庸シテ、威其徳 ヲー

ニセンコ トヲ庶幾フ。

明治二十三年十月三十 日

御名 御璽」(20)

この最初のほ うにある 「克ク忠二」 という一句を、牧 口は不要 と主張 したのです。では 「克

ク忠二」とはどういう意味か。『国体の本義』発行の2ヶH後 、1937[昭 和12]年8H15日 に、

峰間信吉編校 『教育勅語術義集成』 という本が出ています。数人の水戸学者が、教育勅語の一

語一語にもったいぶった注釈を付けた本なのですが、「克ク忠二」にっいては、柳瀬勝善 という

水戸学者がこう述べています。「『克ク忠二克ク孝二』 との玉はれ し克の字は、楊子方言。勝己

之私謂之克 と云ふことありて、一己の私などには見事に打勝ちて、只々君父の力、国家のため

と云ふことに専心一意方向を定め、如何なる辛苦をも厭はず、身命 をもさし出 して、其の誠を

尽すを克く忠に克 く孝にと申すにて、如何に国家の為めと言ふことあるも、其の内心に1柳かた

りとも私意私心を挟み、私利私欲の為めにすることありては、克くとは云はぬな り。忠 とは、

臣たる誠を尽 し、能 く君に事ふることにて、孝 とは、子たる道を守 り、能く父母に事ふること
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なり」(21)。一 っまり、自分をすてて、どんな辛苦もい とわず、国家のために身命をさし出す

のが、「克ク忠二」の意味である、 と(22)。

であれば、この 「克ク忠二」 と内容的に一番対応 しているのは、そのあとに出てくる 「一旦

緩急アレハ義勇公二奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」 とい う一節にほかなりません。

牧野宇一郎の現代語訳では、「もしも国に危急存亡の大事が起きたならば、愛国の義務心から発

する勇気をもって皇国に一身を捧げねばならない。そして以上のごとくすることによって、天

地とともにきわまりない皇室ないし皇位の昌運をたすけねばならない」となっています。っま

り、もし日本が戦争に見舞われた揚合は、兵士として天皇 と日本のために命を捨てなさいとい

うのが、「克ク忠二」の真の意味なのです。げんに、『教育勅語衛義集成』で、栗田寛 という水

戸学者などは、「其の忠孝の心を以て、外患のあるときには、之れが侮 りを拒ぐと云ふや うに、

どのや うな外国人が、大軍が押し寄せても、我が日本国には、此の忠孝の心を以て、彼れを拒

ぐ と云 ふ 目に は 、拒 ぎお ほせ の 出来 ぬ こ とは な い 」(23)と 述 べ て 、 「克 ク 忠二 」 と 「一 旦 緩 急 ア

レハ 義 勇 公 二 奉 シ」 との 対応 関係 を表 明 して み せ て い ま す(24)。

*

こ の こ とは 、1941年8.月 発 行 の 『臣 民 の道 』 を見 る と、 も っ と明 確 に記 され て い ま す 。 同 書

第2章 の 、そ の名 も 「臣民 の道 」 と題 す る第2節 を見 て くだ さい 。 教 育 勅語 の 文 言 を 下 敷 き に

しつ っ 、"忠 を もっ て命 を捨 て よ"と のメ ッセ ー ジ を見 事 に織 り込 んで い ま す 。

「万民愛撫の皇化の下に億兆心を一にして天皇にまつろひ奉る、これ皇国臣民の本質であ

る。天皇へ随順奉仕するこの道が臣民の道である。[…]元 正天皇の詔には、

至公にして私無きは国士の常風な り、忠を以て君に事ふるは臣子の恒道なり。

と仰せ られてある。また北畠親房は神皇正統記 に、『凡そ王土にはらまれて、忠をいたし

命 を捨っるは人臣の道なり。』と教へてゐる。即ち臣民の道は、私を捨てて忠を致 し、天

壌無窮の皇運を扶翼 し奉るにある」(25)

こうした〈滅私奉公〉の思想は く現人神 〉の神話 と同じく 初等教育においても、徹

底 して教えこまれました。『初等修身科 二』(1942[昭 和17]年2月)に は、「三 靖国神社」

とい う節があ り、こう書いてあります。

「靖国神社には、君のため国のためにっくしてなくなった、たくさんの忠義な人々が、お

まっ りしてあります。[…]/君 のため国のためにつ くしてなくなった人々が、か うして

神社にまつ られ、そのおまっ りがおこなわれるのは、天皇陛下のおぼしめしによるもので

あります。/私 たちの郷土にも、護国神社があつて、戦死 した人々がまっ られています。

/私 たちは、天皇陛下の御恵みのほどをあ りがた く思ふ とともに、ここにまつられてゐる

人々の忠義にならつて、君のため国のためにっ くさなければなりません」(26)

君のため国のために尽 くして死ぬことが 「忠義」の定義なのです。また、その翌年 に発行 さ

れた 『初等修身科 三』(1943[昭 和18]年1月)に は、「九 軍神のおもかげ」や 「十五 特

別攻撃隊」(これは、特攻隊について述べたものです)と 題する節で、戦争に殉じた軍人たちの

精神を 「尽忠報国」 とい う言葉でまとめています(27>。さらに、『初等修身科 四』(1943[昭

和18]年1月)で は、「八 国民皆兵」 とい う節で、兵士 として 「忠誠勇武」を尽 くすことが、
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男子の本懐であると書かれています(28)。

こうして見ると、「克ク忠二」の一句が、軍国教育の支柱を担っていたことは明らかです。

この一句を、天皇がい うべきことではないとし、不要 と見なした牧口の見解は、政府 ・文部省

にとって、まさしく国家教育の中核を揺るがす ようなく危険発言 〉を意味 しま した(29)。

4法 罰論

三っ 目は、③法罰論です。「訊問調書」を見てみましょう。

「問 法華経の真理から見れば日本国家も濁悪末法の社会なりや。

答 釈尊の入滅後の一千年間を正法時代其後の一千年間を像法時代と称 し、此の正法像法

の二千年後は所謂末法の時代で法華経が衰へ捨て られた濁悪雑乱の社会相でありま

す。/[…]

[…]例 へば国王 陛下が法華経の信行をなさいましても此の法が国内から滅亡する

のを見捨て置いたならば、臆て国には内乱 ・革命 ・飢饒 ・疾病等の災禍が起きて滅亡

するに至るであらうと仰せ られてあります。

斯様な事実は過去の歴史に依つても、夫れに近い国難が到来 して居 ります。現在の 日

支事変や大東亜戦争等にしても其の原因は矢張 り諺法国である処から起きて居 ると思

ひます。

故に上は 陛下より下万民に至る迄総てが久遠の本仏たる曼茶羅に帰依 し、所謂一天

四海帰妙法の国家社会が具現すれば、戦争飢謹疾病等の天災地変より免れ得るのみな

らず、 目常に於ける各人の生活 も極めて安穏な幸福が到来するのでありまして之が究

極 の 希 望 で あ りま す 」(30)

法華経の滅亡を君主が傍観す るならば、彼の治める国家もまた滅亡する。 目下の 日中戦争、

太平洋戦争も、日本がそ うした 「諺法国」であるゆえの国難である。 これが、「法華経、日

蓮を誹諺すれば必ず罰が当る」とい う牧口の発言の真意です。ただし、ここで看過 してな らな

いのは、この発言が、自身の信仰信条の表明であるだけではなく、 日中戦争 と太平洋戦争に対

する批判をも含意 しているとい う点です。法華経を中心とした国家社会が実現したあかつきに

は、飢饅や疫病 とあわせて 「戦争」が消滅し、国民の生活が 「極めて安穏な幸福」の状態が到

来する、とい うくだ りはその証左です。牧口の発言を直接的な反戦思想の表明であると認 めな

い人でも、牧口が 日中戦争 と太平洋戦争をすこしも肯定していない とい うことは、認めざるを

えないでしょう。

また牧口は、上の引用文よりすこしあ との ところで、〈法罰 〉についてさらに詳しく説明 し

ています。それは、大 日本帝国憲法 と法華経 との関係 を論 じた箇所です。

「問 大 目本帝国憲法と法華経の大法 とは如何なる関係 に立っや。

答 憲法は現世に於ける処の 目本国を統治する法であ りまして、陛下が御定めになった所

謂法律でありますから、外国の様に革命が起きて国王が変る様な事はないに しても、

政体が変って将来憲法も改正された り廃止される様な事があるかも知れません。憲法

は大法の垂　であります。然るに法華経の法は宇宙根本の大法であ りまして過去 ・現

在 ・未来の三世を通じて絶対不変万古不易の大法であります。
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其時代々に依って改正された り、廃止された りする法律諸制度 とは違ふのでありま

して、終生変らざる処の人類行動の規範を示顕せ られてあるのであります。

故に此の大法に惇る事は、人類としても将又国家 としても許されない事で反すれば

直に法罰を受けるのでありますj(31)

っま り、憲法 とは、ある時代のある国家の法である。それに対して、法華経とは この定

義が私は非常に興味深い と思 うのですが 「終生変わらざる処の人類行動の規範」であり、

これに反するものは、たとい国家であれく罰 〉を受けるのである、 と牧口はい うのです。そ う

します と、さきほど牧 口は日中戦争と太平洋戦争を法罰であると述べていたわけですが、っま

るところ、これ らの戦争はく人類行動の規範に反した罰 〉とい うことになります。 このように

牧口の法罰論は、 日本の戦争に対する否定的な評価を含むものといえます。

*

こうした牧 口の見解が、警察の目にどのように映ったかを知るためにも、 日中戦争や太平洋

戦争に関する政府の公式見解を確認しておきましょう。今回も 『臣民の道』を引用 します(『国

体の本義』は、日中戦争開始前の出版なので、同戦争に関す る記述は入っていません)。同書第

1章 第2節 「新秩序の建設」には、日中戦争について次のように述べています。

「昭和十二年七月、盧溝橋に発した日支衝突事件に際しては、我が国は東亜の安寧のため、

現地解決、不拡大方針を以って臨み、隠忍 自重 して彼の反省を待つたのである。然るに支

那は飽 くまで我が実力を過小に評価 し、背後の勢力を侍み として、遂に全面的衝突にまで

導いた。かくて硝煙は大陸の野を蔽ひ、亜細亜にとって極めて悲 しむべき事態が展開せら

れるに至ったのであるが、事ここに及んでは我が国は事変の徹底的解決を期し、新東亜建

設の上に課せ られた厳粛なる皇国の使命 の達成に一路適進 しなければならぬ。天皇陛下に

は、ここに深 く御診念あらせられ、支那事変一周年に当たり下賜せ られたる勅語に、

惟 フニ今ニシテ積年ノ禍根ヲ断ツニ非ズムバ東亜 ノ安定永久二得テ望ムベカラズ 日支

の提携 ヲ堅クシ以テ共栄ノ実ヲ挙グルハ是 レ洵二世界平和 ノ確立二寄与スル所以ナ リ。

と昭示 し給ひ、国民の向かふべきところを諭 し給 うた。まことに支那事変の 目的は支那の

蒙を啓き、日支の提携を堅くし、共存共栄の実を挙げ、以つて東亜の新秩序を建設 し、世

界平和の確立に寄与せんとするにある」(32)

要約 します と、日本は中国の友人なのに、中国は欧米列強を味方にっけて、 日本に戦争をし

かけてきた。説得しても聞かないので、しかたなく目本は、東洋の平和のために中国 と戦争を

しなければならなくなった。ゆえに日中戦争は、「支那の蒙を啓き、日支の提携堅 くし、共存共

栄の実を挙げ、以て東亜の新秩序を建設 し、世界平和の確立に寄与せんとする」ための戦争で

ある これが当時の公式見解なのです。『臣民の道』では、このことが何度も強調されていま

す。同書の 「結語」にも、「まことに支那事変こそは、我が肇国の理想を東亜に布き、進んでこ

れを四海に普くせんとする聖業であ り、一億国民の責務は実に尋常一様のものではない」(33)

とあ ります。まさにく聖戦思想〉です。

太平洋戦争 に関する政府の公式見解ついては、(『臣民の道』が同戦争開始前の出版なので)

同戦争開始後に発行された修身科の教科書が参考になります。『初等修身科 三』(1943[昭 和

18]年1月)の 「十七 よもの海」 とい う節には、こうあ ります。
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「世界の平和をはつき りとつくりあげるためには、いろいろの国が、たがひに道義を重ん

じ、公明正大なまじは りを結ばなければな りません。 これを守らずに、他国の名誉を傷っ

け、自国のためばかりをはかるのは、大きな罪悪であ ります。したがつて、このや うな国

があるとすれば、それは世界の平和をみだすものであつて、私たち皇国臣民は、大御心を

安んじたてまっるため、断乎 としてこれをしりぞけなければなりません。/大 東亜戦争は、

そのあらはれであ ります。大目本の真意を解しようとしないものをこらしめて、東亜の安

定を求め、世界の平和をはかろ うとするものであ ります。私たちは、国の守 りを固め、皇

軍 の 威 力 を しめ して 、道 義 を貫 か な けれ ば な りま せ ん 」(34)

戦争正当化の論理は、『臣民の道』における日中戦争の場合 とまったく同じです。また、同

年に出た 『初等修身科 四』の結び 「二十 新 しい世界」を見ると、この聖戦のために 「身命

をなげうって、皇国のために奮闘努力しようとするこのををしさこそ、いちばん大切なもので

あります」(35)とあります。い うまでもなく 「克ク忠二」の強調ですが、年がら年中、子 どもた

ちにこうしたく滅私奉公〉を説き聞かせるとは、なんと残酷な教育だったことでしょうか。

今 日、私たちは、日本が 「大東亜建設の先頭」に立った結果、何が起きたか、よく知ってい

ます。そして以上のようなく戦争プロパガンダ〉に対 して、牧口が、"日中戦争も太平洋戦争も

聖戦などではなく、「終生変わらざる処の人類行動の規範」に背いた罰である"と した知見に、

あらためて感嘆せざるをえません。

5国 家神道批判

さいごに、④国家神道批判、すなわち 「伊勢神宮など拝む要はない」 とい う発言についてで

す。ふたたび 「訊問調書」を見てみます。

「問 御本尊 と所謂 目本の神々 との関係は如何。

答[…]私 は学会員に対 しては天照皇太神、天皇 と謂ふ二元論で無 く 天皇一元論を樹

てて居 ります。

即ち天照皇太神は御皇室の御祖先でありますから、其御神徳は歴代の天皇の御位に

継承されて現在では、今上天皇陛下に悉 く伝へられ、それが御稜威 として現世に輝き

下万民を照し幸福なる生活が出来る所以であ りますから、憲法第三條にも 『天皇ハ神

聖ニシテ侵スヘカラス』 と御定めになって居るのであ ります。

故に私達は忠孝の場合 と同様一元的に 『天皇一元論』で 天皇陛下を尊崇 し奉れば

それでよし、伊勢の皇太神宮に参詣す る必要なしとの信念で来ました。天皇陛下を尊

崇 し奉れば天照皇太神 も尊崇 し奉る事になります」(36)

天皇に尊崇の念を抱いていれば、そのことが同時に天照大神 にも尊崇の念 を抱 くことになる

ので、特別に伊勢神宮に祈願する必要はない、 とい うのが牧口の〈天皇一元論 〉の立場です。

①の天皇凡夫説 との関係が気になりますが、牧口は、神 としてでなく凡夫(コ 人間)と しての

天皇は尊敬 していたのだと、さしあた りは解釈していいでしょう。いずれにせ よ、国家神道が

全国民に強要される状況下で牧口が案出した論理といえますが、問題は、こうした論理が特高

に通用 したか、とい うことです。

そこで、伊勢神宮(皇 大神宮)に ついても、政府公式見解を確認してみます。『国体の本義』
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には、「皇大神宮は我が国神社の中心であらせ られ、すべての神社は国家的の存在 として、国民

の精神生活の中軸 となってゐる。[…]以 上の如き敬神崇祖の精神が、我が国民道徳の基礎をな

し、又我が文化の各方面に行き亙つて、外来の儒教 ・仏教その他のものを包容同化して、 日本

的な創造をな し遂げしめた。我が国民道徳は、敬神崇祖を基 として、忠孝の大義を展開 してゐ

亙。国を家として忠は孝 となり、家を国 として孝は忠 となる。こ》に忠孝は一本となって万善

の本 となる」(37)とあります。儒教 も仏教 も国家神道に包含 されるものであって、その逆ではな

い。その国家神道の中心点が 「皇大神宮」なのです。

それだけではあ りません。例によって 『初等修身科 三』を開くと、天皇が皇大神宮を崇敬

するのだから、全国民も崇敬すべきである、少なくとも一生に一渡 は伊勢に参拝すべきである

と断言 しています。 これでは、天皇一元論 どころか〈天照大神一元論 〉です。

「皇祖天照大神 をおまっ り申してある皇大神宮は、伊勢の宇治山田市にあ ります。[…]

/天 皇陛下は皇族の方を祭主にお命 じになって、皇大神宮をおまっ りにな ります。また毎

年の記念祭や神嘗祭や新嘗祭には、勅使 をお立てになつて、幣畠をお供へになります。[…]

/毎 年のまっ りごとはじめには、まつ皇大神宮の御事をお聞きにな り、皇室 ・国家に大事

のある時には、皇大神宮におっげになります。[…]/御 代御代の天皇は、このや うに厚

く皇大神宮をおあがめにな ります。国民も昔から皇大神宮を うやまひ申しあげ、一生に一

度 は きつ と参拝 しな け れ ば な らな い こ とに して を ります 」(38)

なお、「皇室 ・国家に大事のある時には、皇大神宮におっげになります」というくだりは、注

意 したい一節です。 もちろん戦争はこの 「大事」に含まれるわけで、太平洋戦争 も、皇祖 ・天

照大神にはじまる歴代天皇の名 において開始されています。その意味では、天皇す らも天照大

神の名 を利用 したといっていいかもしれません。1941(昭 和16)年12月8日 、太平洋戦争の開

始にあたって天皇が発 した 「開戦の詔書」の結びは、「皇祖皇宗ノ神霊上二在 リ朕ハ汝有衆ノ忠

誠勇武二信碕 シ祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ速二禍根ヲ蔓除シテ東亜永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝国ノ光

栄ヲ保全セムコ トヲ期ス」(39)となっています。"天 照大神に始まる歴代天皇の霊は天にましま

す、この神々の遺業を押し広めて英米と戦え"と い うのです。 したがって、その天照大神をま

っっている伊勢神宮を拝まない とい うことは、太平洋戦争における目本の武勇を祈 らないとい

うことと同じ意味にな ります。もっとも、牧口自身はそこまで明確には述べてお りませんが、

少なくとも特高の目から見れば、彼の発言はそ うい う意思表示になるわけです。

6真 の平和を求めて

長くな りま したが、以上が、『特高月報』から浮かび上がる、牧 口の逮捕の背景です。①天皇

凡夫説、②教育勅語批判、③法罰論、④国家神道批判 牧 口の発言が1941年11月 という時期

になされたことを考えると、これらの4点 はいずれも、太平洋戦争に突入すべ く国民教化に励

んでいた 日本政府の急所を衝いていたといえます。この時点ですでに、1943(昭 和18)年7月

6日 の逮捕とい う運命は一 そして1944(昭 和19)年11月18目 の獄死という運命も一 決まっ

ていた といっても過言ではないでしょう。

まだ、少しばかり時間に余裕があ りますので、私自身が長 らく疑問に思っていて、最近気づ

いたことを一っご報告 させていただき、結び としたいと思います。 もちろん、明敏な方ならば

すでに気づいておられるようなことなのですが一 。
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それはこうい う疑問です。たしかに牧口は、天皇を人間だ といったり、教育勅語を批判 した

り、聖戦思想や神宮参拝を拒絶 したりしているのですが、すこし娩曲ではないか。当時すでに

日中戦争は起きていたわけだし、しかもこれからまさに太平洋戦争が始まるかもしれないとい

う時期なのだか ら、もっとはっきりと 「平和」を訴えてもよいのではないか、と。ここに 『牧

口常三郎全集』を持ってまいりましたが、全部で10巻 あるこの全集のうち、牧口が 『創価教育

学体系』全4巻(全 集第5、6巻 所収)の 完成後に書いたものだけでも、3冊 にお よぶ分量が

あります(全 集8、9、10巻 所収)。すなわち、日中戦争が始まった1937(昭 和12)年 ころ以降、

65歳 ころ以降に書いたものだけでも、こんなにあるわけです。 しかし、このなかに 「平和」と

い う言葉は、ほとんど見 られないのです。

もっとも、牧 口自身そもそも 「平和」とい う語をそれほど多用 しない人ではあるのですが、

しかしそれでも、『人生地理学』の第30章 「生存競争地論」(あ の 「人道的競争」が語られる章

です)や 第31章 「文明地論」などでは、それな りに使用 しています(40)。また 『創価教育学体

系』にも 「平和」とい う語は何回とな く登場 します(41>。しかし、目中戦争勃発直後の1937(昭

和12)年8月 に出た 『創価教育法の科学的超宗教的実験証明』を最後に(42)、牧 口はこの語を

使用 しなくな ります。これ以降、牧口が 「平和」 とい う言葉を使ったのは、私の見たかぎ りわ

ずか4ヶ 所(そ れもただ一っの論文のなかで)し かあ りません。この事実をどう考えるべきで

しょうか。時代のあま りの厳 しさに、牧 口も妥協を強いられたのでしょうか。

そうではない、 と私は考えます。ここで私なりに、牧口が真正の"平 和の人"で あったこと

の証拠を提示 したい と思います。そ してその証拠は、じつは、今申し上げた事実の中にすでに

あります。っまり、牧 口が晩年 「平和」 とい う言葉をほ とん ど使わなかった とい う、その事実

のなかにです。けっして誰弁を弄しているのではありません。

*

ヒントになったのは、最近、日本における トルス トイ受容について勉強したことでした。 ト

ルス トイ主義者 として有名な武者小路実篤 という文学者がいます。彼は、じっは戦争に協力 し

たかどで、戦後、GHQに よって公職追放になっているのですが、その武者小路が十五年戦争中に

書いた文章を読んでいて、あることに気づきました。 どの文章にも、「平和」「東洋平和」ある

いは 「世界平和」といった言葉がひんぱんに出てくるのです。簡単にいうと、日中戦争は 「世

界平和」のための戦争であ り、それを理解せずに反抗する中国は間違っているのだ、とい うこ

とを述べているのです。1938(昭 和13)年 に書かれ、翌年出版 された 『牟礼随筆』、1939(昭 和

14)年 に書かれ、翌年出版 された 『蝸牛独語』、そして1942(昭 和17)年 に出版され・た 『大東亜

戦争私感』はそ うい う内容です(43)。

その一方で、ほんとうにく非暴力主義〉とい う意味で トルス トイを信奉 した人もいました。

熊本県人吉の北御門二郎 とい う人物です。戦後、 トルス トイの翻訳で最高峰 とたたえられる人

ですが、この人は戦争中、銃殺刑を覚悟で兵役を拒否したことで知られています。その前後の

軌跡をっつった 『ある徴兵拒否者の歩み』 という自伝があ ります。1936(昭 和11)年 に、ロシ

ア語で トルス トイを読もうとハル ビンに留学 して、日本軍による中国人の虐殺を知 り、ぜった

いに武器をとるまいと誓ったことや、1938(昭 和13)年 に日中戦争に徴集 される際に、ロシア

の恩師に遺書を書いたうえで拒否 したことや、しかし兵役忌避者が村から出ることを嫌がった

役人が彼を精神病扱いにしたため、死刑にはならなかったことや、その後も1945(昭 和20)年

の敗戦まで一貫して、村八分扱いを受けながらも、いっさいの軍事演習を拒否 しっづけたこと

などが、当時の日記を多数収録 しながら綴られています。〈平和を貫 く勇気〉をあらためて教
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えてくれる本です。 ところが、このなかで引用 されている日記には、不思議なくらい、「平和」

とい う言葉が出てこないのです。もちろん、当時の日記をすべて収録 しているわけではないの

ですが、少なくとも、同じくトルス トイ主義で知 られる武者小路 との違いは、あま りに歴然 と

しています 園)。

1938(昭 和13)年 ごろから、文学界の大御所である武者小路がさかんに 「平和」とい う語を

連呼し、他方、妥協なく非暴力主義を奉 じる無名の一青年である北御門が、ほとんど 「平和」

とい う語をっかっていない とい う事実 。そこで私は、遅ればせながら、気がっきました(45)。

日中戦争が始まって以降、「平和」という言葉は、「平和のための戦争」 とい う大義名分 として

使われていたのだ、と。もし、その当時、牧 口が 「平和」 という語を多用していたならば、逆

に武者小路のように、国家のお先棒を担 ぐことになったのかも知れない、 と(46)。

*

そうしたまなざしで、再度、政府の公式見解を見ると、時代の構図がくっきりと浮かび上が

ってきます。日中戦争直前の1937(昭 和12)年3月 に出た 『国体の本義』には、「平和」という

言葉はまだ2ヶ 所 くらいしか使われていません(47)。ところが、戦争が始まって約2ヶHた っ

た同年9月 に、天皇が 「支那事変に関する勅語」を発し、戦争 目的を 「中華民国ノ反省 ヲ促シ、

速二東亜ノ平和ヲ確立セム」(48)と位置づけます。また翌1938(昭 和13)年7月 に、天皇は盧溝

橋事件一周年にあたって勅語を発 します。このなかで今度は 「世界平和」 とい う言葉が使われ

るのです。それは、③法罰論のところでも紹介 した、『臣民の道』第1章 「世界新秩序の建設」

に出ています。重複 しますが、後半部分をもう一度読んでみます。

「天皇陛下には、ここに深 く御診念あらせ られ、支那事変一周年[=1938年7月]に 当た

り下賜せ られたる勅語に、

惟 フニ今ニシテ積年 ノ禍根ヲ断ツニ非ズムバ東亜ノ安定永久二得テ望ムベカラズ 目支

の提携ヲ堅クシ以テ共栄ノ実ヲ挙グルハ是 レ洵二世界平和 ノ確立二寄与スル所以ナ リ。

と昭示 し給ひ、国民の向かふべきところを諭 し給うた。まことに支那事変の目的は支那の

蒙を啓き、日支の提携を堅 くし、共存共栄の実を挙げ、以つて東亜の新秩序を建設 し、世

界平和の確立に寄与せんとするにある」(49)

ここで天皇は、日中戦争を 「平和のための戦争」と明言しています。調べると、この1938(昭

和13)年 という年から、日本社会のいたるところで 「平和」が叫ばれはじめたことがわかりま

す。同年春につくられ、100万 枚突破の大ヒッ ト曲となった 「愛国行進曲」(森川幸雄詞、瀬戸

口藤吉作曲)の 二番は、「起て 一系の大君を/光 と永久にいただきて/臣 民われ ら皆共に/御

稜威に副わん 大使命/往 け 八紘を宇 となし/四 海の人を導きて/正 しき平和 うち建てん/

理想は 花と咲き薫る」という歌詞です。また、メディア関係では、同年9月(上 で引用 した

勅語が出た翌月)に 警保局が 「新聞指導要領」を発表し、言論統制 を強化 します。そこには、

冒頭から、全メディアあげてのく戦争プロパガンダ〉を次のように命令 しています。

「一、支那ノ抗日容共勢力ヲー掃シ、親 日政権ヲ育成発展セシメ之 ト帝国ガテヲ握 リ東洋

永遠ノ平和ヲ確立スルコトハ今次聖戦ノ大目的ナリ。コノ大目的ヲ阻碍スル言説行動二対

シテハ断乎之ヲ排撃シー路所期ノ目的達成二遙進スル ノ実力 ト信念ヲ有スル コトヲ明ニ

スルコN(50)
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太平洋戦争を前に出された 『臣民の道』は、戦争プロパガンダのもっとも露骨な例です。第

1章 「新世界秩序の建設」には、「平和」「世界の平和」「恒久平和」といった言葉が10数 ヶ所使

われています。また、③法罰論のところでも引用 しましたが、『初等修身科 三』(1943[昭 和

18]年1H)の 「十七 よもの海」とい う節でも、「世界の平和」とい う語が何度も繰 り返され

ています。ですが、やはり極めつけは、太平洋戦争の開始に当たって天皇が発した 「開戦の詔

書」でしょう(51)。「抑々東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和二寄与スルハ　顕ナル皇祖考　承

ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕力拳々措カサル所」とい う一文ではじま り、「皇祖皇宗ノ神霊

上二在 リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武二信僑シ祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ速二禍根ヲ蔓除シテ東亜永遠ノ平

和ヲ確立シ以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコ トヲ期ス」と結ばれています。短いメッセージのなか

に、全部で6ヶ 所 「平柚 とい う語がつかわれています。

*

もう明らかなように、15年戦争期、とくに日中戦争以降、「平和」という言葉はインフレーシ

ョンを起こしていました。体制側の知識人やメディアが、こぞって 「平和」を叫びなが ら戦争

に狂奔していったとい うのは、なん とも恐ろしい歴史の皮肉です。「平和」とい う言葉の価値が

既められていたこの時期に、牧口が平和 とい う語をっかわなかったことは、彼の見識を示すも

のであって、妥協をうかがわせるものではありません。

牧口は、「平和」という言葉を叫ぶ代わりに、①国民総動員の原点をなす〈天皇神格説〉を否

定 し、②軍国主義教育の支柱である 「教育勅語」のく忠君思想〉を批判し、③ 日中戦争や太平

洋戦争のく聖戦思想〉に疑義を呈し、④戦争の守護神をまっるく皇大神宮〉参拝を拒否 しまし

た。そ して、自分の頭で考え、間違いであると思ったことを、正直に国民一人ひとりに語 りま

した。そ うして逮捕されたのです。

その牧 口が、1941(昭 和16)年10月 に、「大善生活法即ち人間の平凡生活に」とい う小論のな

かで、4ヶ 所だけ 「平和」とい う言葉 を使っています。それもすべて、"家庭の平和"と い う意

味においてです。 自身が仏法の理想 と仰 ぐところの 「大善生活」にっいて、牧口は平易に説明

します 大善生活 といってもなんら難 しいことではない、それは 「円満平和の家庭」(=1つ

目)と いう平凡生活のなかにすでにある、と。家庭のリーダーが聡明円満ならば皆 「平和幸福

の暮 し」(=2つ 目)が できるし、逆にリーダーの徳が足らなければ 「平和幸福は失はれて しま

ふ」(=3つ 目)、だから 「真の円満平和の家庭」(ロ4つ 目)は たしかに稀ではあるけれ ど、そ

れでも現在の国家社会に比べれば 「そんなに難 しくなく容易に行はれる」ではないか一 そう

牧 口はい うのです(52)。これは 日本が太平洋戦争 を開始する直前の発言です。この翌月に牧 口

は福岡で講演 をし、最初に見たように特高警察がその内容 を内偵=記 録 しま した。 ともあれ、

1938(昭 和13)年 以降、牧口が平和 とい う語 を用いたのは、これが全部です。そして、この事

実の中に、牧口が真に"平 和の人"で あったことのすべてが象徴 されていると思います。

まとめます。牧口はなぜ、逮捕 されたのか。それは、「平和」を〈叫んだ〉ゆえにではなく、

〈行なった〉がゆえになのです。以上で報告を終わ ります。ご清聴ありがとうございました。

注

(1)本 稿 を書 くに あ た り、 牧 口の平 和 論 ・戦 争 論 を主 題 に した 文 献 とし て、 主 に以 下 の もの を参 考 に さ

せ て いた だ いた 。 斎 藤 正 二 「牧 口教 育理 論 と平 和 思 想 」(『創 価 大 学 平 和 学 会 会 報 』 第10・11合 併 号 、

1989年 、15-24ペ ー ジ)、 宮 田幸 一 『牧 口常 三 郎 の 宗 教 運 動 』(第 三 文 明社 、1993年)、Miyata,K・ichi.

"T
sunesaburoMakiguchi'sTheoryoftheState,"Thθ ノ～)urnalofOriθntalStudies,Vo1.10,2000,
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pp,10-28,村 尾行一 『国家主義 と闘った牧 口常三郎』(第 三文 明社、2002年)、 松 岡幹夫 「牧 口常三郎

の戦争観 とその実践的展開」(『東洋哲 学研 究所紀要』第18号 、2002年 、22-53ぺs-一・ジ)。 これ らの文献

は、戦 時下 におけ る牧 口の思想 を研究する上で、今 後 も道 標にな るよ うな視点 を提示 している。また、

竹 中労 『聞書 庶民列伝』(1-4巻 、潮 出版社、1983-87年)は 、(提 示す る牧 口像 におい て、本稿

と若干立場 を異 にす る点もあるが)牧 口と同世代の人 々へ の多 くのイ ンタヴューを交 えてお り、戦時

下 とい う時代の空気 を教えて くれ るところが随所 にある。

(2)本 稿 は、パネル ・デ ィスカ ッシ ョンでの基調報告 をもとに しているため、全 体的に、論点を整理 し

す ぎるき らいがあるか と思 う。報告 としての分か り易 さを 目指 した か らで もあるが、その反 面、歴史

のもっ多様 な側面や複雑 な構造 といった もの を十分 には捉 えきれ ていない とい う点も否 めない。可能

なか ぎ りは注 で補 ったつ もりであるが、なお今後の研究課題 として多 くを残 して しまったこ とは間違

いない。本稿で不足の点 については、上掲の諸文献 を参照 していただ くことをお願いす る次第 であ る。

(3)『 特高月報』昭和18年7月 分、内務省警保局保安課、127-128ぺ ・一一一・一ジ。なお、下線部は本稿 筆者 によ

る(以 下、同 じ)。

(4)荻 野富士夫 『特高警察体制史一 社会運動抑圧取締 の構造 と実態 』せきた書房、1984年 、222-224

ペー ジ。

(5)金 川末之の回想録 「九州指 導同行 の思い 出」(聖教新聞社 九州編集 総局編 『牧 口常三郎先生 の思い 出』

所収、37-38頁)、 田中しま代の回想録 「心 に残る指導 と薫 陶の数々」(同、64頁)。

(6)金 川 末之の回想 によると、牧 口は、1940年 に九州で開催 した会合において、平重盛の 「忠な らん と

欲すれ ば孝な らず、孝な らん と欲すれ ば忠 な らず」 とい う言葉 に言 及 した とい う。 この言葉 は、牧 口

が 「教育勅語」のく克 ク忠 二〉の一節 を批判す るさいによ く引用 していた ものである(『特高月報』昭

和18年8月 分、153ペ ージ)。本稿第3節 、お よび注29を 参 照のこと。

(7)荻 野前掲著、364ペ ージ。

(8)『 特高月報』昭和18年8月 分、152ペ ージ。

(9)岩 波書店版 『近代 日本総合年表』(第2版)で その初版発行 日を見 る と、「5,31文 部省 、《国体 の

本義》 を全国の学校 ・社会教化団体等に20万 部配布開始」 とある。

(10)角 家文雄 『昭和時代一15年 戦争 の資料集』学陽書房、1973年 、125ペー ジ。なお、国体の本義 を 「ほ

ぼ正確 に記憶 して いる四十歳代 」 とい うのは、角家の本が 出た1970年 代 において40歳 代 とい うこ とな

ので、戦 時中に10代 だった層 を指す。

(11)『 国体 の本義』、文部省 、9ペ ージ。

(12)同 、13ペ ー ジ。

(13)同 、15ペ ー ジ。

(14)久 松漕一 ・志田延義解題 、高須芳次郎註解 『文部省 編i纂 臣民の道』、朝 日新 聞社 、1941年 、73-74

ページ。

(15)『初等修 身科 一』文部省、1942年 、9-11ペ ージ(『復刻 国定教 科書(国 民学校期)』ほるぷ出版、

1982年 。以下、『初等修身科』か らの引用は、すべ てこの復刻版に よる。)

(16)パ ネル ・ディスカ ッシ ョンでは報告時 間の都合 で割愛せ ざるをえなかったが、牧 口が天皇 をく現人

神 〉 と表現 した記録 もある。創 価教育学会の小冊子 『大善生活実証録一 第五回総会報告』(1942[昭

和17]年12月31目 発行)に 掲載 され ている 「会員座 談会」(同 冊子44-48ペ ー ジ)の なかでの発 言であ

る。逮捕 の約7ヶEま えの ことであ り、すで に創価教 育学会 の神道観 をめ ぐって警察 の取調 べ を受 け

た学会員 もいた。 牧 口の発言 は、そ うした学会員 たちに対 して、警察 への対処法をア ドバイ ス した も

のであ り、その意 味では村尾行一 も指摘する ようにく方便的性 格〉が強い といえる(村 尾前 掲著、168

-183ぺv・一一Lジ)。 げん に、「訊問調 書」もふ くめて、公的な講演や論文 では、牧 口は現人神 を認 める発言

をい っさい していない。だか ら 「会員座談会」 での発言 は、現実 に警 察 との対応 を迫 られるなかで、

あ くまで会員 を守るために余儀な くされた一時的な妥協か もしれない。
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基調報告一 牧 口常三郎 は国家政策 の何 に抵抗 したか一

しか しなが ら、牧 口の発言 をよ くよく読 んでみ る と、彼 がく現人神 〉 とい う言葉 を、政府公式 見解

とはま った く異 なる意味 で使用 しているこ とが分 かる。以下、「会員座 談会」での牧 口の発言 の全文 を

紹介 した うえで、その ことを示 したい。

「この問題 は将来 も起 ることと思ふか ら、此 際明確 に して置 きたい。吾々は 日本国民 として無条件

で敬神 崇祖 を してゐ る。 しか し解釈が異 なるのである。神社 は感 謝の対象であつて、祈 願 の対象 で

はない。吾々が靖 国神 社へ参拝す るのは 『よくぞ国家の為に働 いて下 さつた、有難 うご ざいます』

といふお礼、感 謝の心 を現はすのであつて、御利益 をお与 え下 さい といふ祈願 ではない。もし、『あ 墨

して下 さい、こ うして下 さい』 と靖国神社へ祈願す る人 があれ ば、それは恩 を受 けた人 に金 を借 り

に行 くや うな もので、 こん な間違つた話 はない。天 照大神 に対 し奉 って も同様で、心か ら感謝 し奉

るのである。独 り天照大神 ばか りにあ らせ られず 、神武 以来御代 々の天皇様 にも、感謝 し奉つ てゐ

るのである。 万世 一系の御皇室 は一元 的であつて 今 上陛下こそ現 人神で あらせ られる。即 ち 天

照大神 を初 め奉 り、御代 々の御稜威 は現人神 であ らせ られ る 今 上陛下 に凝集 され てゐるのである。

されば吾々は神 聖に して犯すべ か らず とある 『天皇 』 を最上 と思念 し奉 るもので あつて、 昭和 の時

代 には 天皇 に帰一奉 るのが国民の至誠 だ と信ず る。『義は君臣、情は父子』 と仰せ られ てゐるや う

に、吾 々国民は常に天皇 の御稜威 の中にあるのである。恐れ多い ことであ るが、十善の徳 をお積み

遊 ば されて、天皇の御位 におつ き遊 ば され る と、陛下 も憲法に従 ひ遊 ばすので ある。即 ち人法 一致

によつて現人神 とな らせ られ るのであつて、吾 々国民は国法に従 つて天皇 に帰一奉 るの が、純 忠だ

と信 ず る。天照大神 のお札 をお祭 りす る とかの問題 は万世一系の天皇 を二元的 に考へ奉 る結果 であ

つて、吾々は現人神 であ らせ られ る天皇 に帰一奉 る ことに よつて、ほん と うに敬神崇祖す るこ とが

出来 る と確信 するのであ る。また これ が最 も本質的な正 しい国民の道 だ と信ず る次第 である」(同冊

子47-48ペ ー ジ)。

一 た しかに牧 口は 「現人神」 とい う言葉 をつかってい るが
、その意味 が 『国体 の本義』や 『臣民の

道』での定義 とは大 きくずれ ている点に注意 したい。本稿筆者 としては3点 指摘 してお こ う。 まず第

1に 、牧 口は、 「今 上陛下」(現 今 の天皇 、昭和においては昭和天皇)を 天照大神 よ りも上位 に位 置づ

けてい る。それ ゆえ、(『国体の本義』や 『臣民の道』が展開 した よ うな)"天 皇 は天 照大神 の子孫 なの

で、国民 は天皇 に従 うべ きである"と い う論理 が存在 しない。逆に、天照大神 の存在根拠 は、現今 の

天皇 とい う存在の うちに吸収 され て しまっているのであ る(牧 口の この 〈天皇一元論 〉が もつ政 治的

意味については、④国家神道批判[本 稿 第5節]の ところで詳述す る)。

したが って第2に 、 国民が天皇を尊敬 し従 う理 由は、別の ところに求 めね ばな らない。牧 口はそれ

を、 「人法一致」 とい う点に見ている。 すなわち、天皇は、 「憲法」 に従 うだ けの 「十善の徳 」を積 ん

だ く最高人格者 〉である とい うことである。そ もそ も 「大 日本帝国憲法」 はく欽 定憲法 〉、っま り明

治天皇 の命 によってつ くられ た憲法であるが、そ こでは 「天皇ハ公共 ノ安全 ヲ保持 シ又ハ其 ノ災厄 ヲ

避 クル為 緊急 ノ必要 二由 リ帝国議 会閉会 ノ場合二於テ法律二代ルヘ キ勅令 ヲ発 ス」(第8条)や 、 「天

皇ハ法律 ヲ執行 スル為 二又ハ公共ノ安寧 秩序 ヲ保持 シ及 臣民 ノ幸福 ヲ増進 スル為 二必要ナ ル命令 ヲ発

シ又ハ発セ シム但シ命令 ヲ以 テ法律 ヲ変更スル コ トヲ得ス」(第9条)と あるよ うに、天皇 のく国民へ

の奉仕 〉を定 めてい る。「陛下 も憲法 に従ひ遊 ばす」 とは、天皇が〈全国民 に奉仕 す る役割 〉を引き受

けるとい うことで あ り、そ うした最高人格者 になることが 「人法一致に よつて現 人神 とな らせ られ る」

の意味である。

なお、 この こ とは、牧 口の中期 の著作 『教授 の統合 中心 としての郷土科研究』(1912[大 正元]年)

第28章 の表現をっか うな らば、

「大権 の発動す る其 の主体た る 天皇陛下 は此等 の文部百官 なる機 関を透 して活動 する、其の理 由

は決 して天皇御 自身 の為 めにす るのにあ らず して全 く国家全体 の御頭 首 とな り御主人公 とな りて、

下万 民の為 めに御尽 し遊 ば され て居 るのである」(『牧 口常三郎 全集 』第3巻 、第 三文明社 、1981年 、

325-326ぺ ・一一ジ)
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とい うことを意 味 していよ う。天皇のく国民への奉仕 〉が、国民 のなか にく天 皇へ の忠誠 〉を生むの

であ る。牧 口は、最高人格者 としての天皇 と、それ を模範 に仰 ぐ国民 との関係 を、「人法 一致 によつて

現人神 とな らせ られ る」 と表現 した もの と見てよい。

こ うして第3に 、 国民の忠誠 の示 し方 も、政府公式見解 とは異 ならざるをえな くなる。す なわち、

国民 は、天照大神 を信仰す る ことに よってではな く、国法 に従 うことで 「純忠」 を示す のである。 天

皇 を模範 に、憲法 の理想 をおのおのが体現す るこ とが、真の忠誠 なのであ る。(これ は、本稿 次節 で紹

介す るような、戦時期の政府 ・文部省が示 していた滅私奉公的忠誠論 とはま った く異 なっている。)

一 以 上を要す るに
、牧 口は、天照大神中心のく天皇神格説 〉を否定 しつ つ、近 代立憲思想 の枠組

み におい てく現人神 〉の意 味を再解 釈 しよ うとした とい ってよい。端 的にいえば、<人 間の姿を した

神 〉と してではな く、〈神 の ごとき人格者 〉として天皇 を捉 えよ うと した。 それ は、思想統制 が最 高

度 に達 していた昭和17年 とい う時代にあって、牧 口が懊悩煩悶 しつつ試みた精一杯 の抵抗 であった と

い えよ う(「会員座談会」 での発言の晦渋 さが、その苦悩 の深 さを示 している)。そ う考 える と、牧 口

が 「天皇 も凡夫 」 と述 べ、その天皇=凡 夫 を法華経 によってさ らに高 い人格 に導 こ うとしたこ との意

味 が、 じつに重 大に思えて くる。 「天皇陛下 も間違ひ も無いではない」か ら、 「然 し 陛下 も久遠本仏

た る御本尊 に御 帰依 な さる事 に依って、 自然に智恵が御 開けになつ て、誤 りのない御政 治が出来 る様

になる と思ひ ます」までの、 「訊問調書」 の一節は、上述 のよ うな牧 口の苦悩 と思 索を念頭 にお くと、

そ の深々の意義が聞こえて くる。

(17)『 特高月報』 昭和18年8月 分、153ペ ージ。

(18)さ きの注で述べた よ うに、牧 口も、天皇へ の忠誠 とい うものを否 定は していない。ただ し(こ れ も

さきの注 で述べ たが)'、その忠誠 はあくま で、天皇が国民 に奉仕 してい ることに対す るく感謝の表 明 〉

なのである。 それゆえ牧 口の批判は、天皇が一方的 に国 民に忠誠 を要求す るこ とに向け られ ている。

このあ と本稿 が述べる よ うに、1940年 ごろの 日本 は、 国民が天皇 に対す る一方 的なく滅 私奉 公 〉を強

い られた時代であった。

(19)牧 野宇一郎 『教育勅語の思想』明治 図書新書、1969年 、17-18ペ ージ。

(20)参 考に、牧野宇一郎 の現代語訳を載せ てお く(上 掲書100-101ペ ージ)。

「私 は天皇 として思 うので あるが、 わが皇室 の歴代 の当主は、皇祖 以来ず っ と、 この国 を創建 す る

にあた り、それ を規模が広大 で久遠 に栄 え行 く基礎 の上に築いた。 そ してみずか ら徳を修 めて範 を

垂 れ、国民の間 に深 く厚 く徳 を根づ かせた。 ところで他 方わが国の代 々の臣民 も、古来ずっ と立派

に、歴代の天皇 に忠 を励み、親や祖先 に孝 を勤 め、こ うして億 兆の臣民が心を一に して忠孝の美 風

を成就 してきてい る。以上 は、 わが 日本 の国柄 の精髄 で華や かに光彩 を放ってい る点であ る。そ し

て教育がそ こか ら発 し、それ に基づ くべきである ところの根源 も、また実 にここに存す るのである。

私はこのよ うに思 う。

汝 ら臣民 よ、父母 に孝行 を尽 くし、兄弟 は友情 を もって交わ り、夫婦 は互い に和合 し、友だちは

互い に信 じ合い、他人 には恭 しく、みず か らは慎 み深 く、心を引き締めて節度 を守 るよ うに身 を統

御 し、博愛 を世 の人 々に次第 に広 く実践 し、学業 を修 め習 うことに よって知能 を開発創 造 し、かっ

徳性 と しての器量 を完成 し、 さらに進 んで公共 の利益 を拡大 し、社会 ・国家のた めにな る業務 を創

造発展 させ、常 に国の憲法 を重 んずる とともに国の法律 を遵守 し、 もしも国 に危急存亡 の大事が起

きたな らば、愛 国の義務 心か ら発 する勇気 を もって皇国に一身 を捧げね ばな らない。そ して以上の

ごとくす ることによって、天地 とともにきわま りない皇室 ない し皇位 の昌運 をたす けね ばな らない。

ここに示 した、皇運扶翼 に帰一す る道は、実にわが歴代の天皇が遺 し伝 えた教訓 であって、その

子孫 も臣民もひ としく遵 守す べき ものである。それは古今 を通 じて謬 りがな く、国 の内外 に施 して

も不条理 でない。天皇 たる私は、汝 ら臣民 とともに、 この道 を大切 に捧持 し、身 につ けて実行 し、

みんながその徳 において一体 となることを、ひ たす ら願い望むもので ある」

(21)峰 間信 吉編校 『教育勅語術義集成』東京学友社、1937年 、39ペ ー ジ。
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(22)同 じこ とは、『国体 の本 義』 も述 べている。 「忠君 愛国」とい う小見 出 しの箇所 には、次の よ うにある。

「忠は、天皇を 中心 とし奉 り、天皇 に絶対随順す る道 である。絶対 随順は、我 を捨て私 を去 り、ひ

たす ら天皇に奉仕 す ることである。 この忠 の道 を行ず るこ とが我等 国民の唯一の生 きる道であ り、

あ らゆ る力の源 泉であ る。 され ば、天皇 の御た めに身命 を捧 げるこ とは、所謂 自己犠牲 ではな く し

て、小我 を捨てて大いな る御稜威 に生き、国民 としての真生命を発揚す る所以であ る」(同書34-35

ペ ージ)。

(23)『教育勅語術義集成』、27ペ ージ。

(24)杉 浦重剛が東宮御学 問所御用掛 として、1914(大 正3)年10月 か ら翌年4月 にかけて皇太子裕仁親

王(の ちの昭和天皇)に 教 育勅語 を進講 した講義録 には、「一 旦緩急 ア レハ 義勇公 二奉 シ」の解説部分

に 「義勇奉公は忠君愛 国に基づ く」 と明言 してある。

「以上のご とく、我 が国民は国家の危 急に際 して義勇奉公 の挙 に出つ るは、忠君愛国の至情 に発す。

いったん緩急あ らんか、義勇奉公、凛烈た る態度 に出で、最後 の一 人まで も戦ふ。かの外国の ごと

く、一連隊の大軍が 白旗 をあげて軍 門に降るが如 き醜態 は、我 が大和民族 の大恥辱 とす る所な り」

(杉浦重剛 『教育勅語』、勉誠 出版、2000年 、100-101ペ ージ)。

(25)『文部省編纂 臣民の道』51-52ペ ージ。

(26)『初等修身科 二』文部省、1942年 、7-9ペ ージ。

(27)『初等修身科 三』 同、54-55、85-86ペ ージ

(28)『初等修身科 四』 同、48-49ペ ージ。以下の ような文章であ る。

「日本入は、本来平和 を愛す る国民 であ ります。けれ ども、一朝国に事 ある時は、一身一家 を忘れ、

大君の御盾 として兵 に召 され るこ とを男子 の本懐 とし、この上ないほ こ りとして来てゐます。/大

日本は 、昔か ら一度 も外 国のために国威 を傷 つけ られたこ とがあ りません。 これは、まつた く御代

御代の天皇の御稜威 のもとに、私 たちの先祖 が、きはめて忠誠勇武 であつた ことに よるのであ りま

す。私 たちも、また 、心 を一 つに してこの大 日本 を防衛 し、先祖 以来の光輝あ る歴史を無窮 に伝 え

る覚悟がなければな りませ ん」。

一 ま さに
、教育勅語の真義 はく国民皆兵〉にあ るといった 口吻である。

(29)パ ネル ・デ ィスカ ッシ ョンでは時間の都合 で割 愛せ ざるをえなかったが、 「克ク忠二」について は、

特高は、牧 口にも う一つ尋 問 してい る。

「問 平重盛は親 に孝 な らん と欲すれ ば君 に忠な らず、君に忠な らん と欲すれ ば親 に孝 ならず と被

疑者は説例 して居 るが、之に対す る所見は如何。

答 平重盛 の親 に孝 な らん と欲 すれ ば君 に忠な らず、君 に忠な らん と欲すれば親 に孝な らず と云ふ

事 は、有名 な話 で私 は之を時々説 いて居 ります。重 盛 も非常に悩んだ との事であ りますが、私

は忠 と孝 とを二元的 に考へる事 は対立 して両立 しない と思ひます。

故 に我 々国民は之を一元的に考へて、親に孝行をすればそれが君 にも忠な る所以だ と思ひま

す。教育勅語の 「克 ク忠二」は 「君 二」 と改正 追補す べき もの と思ひます」(『特高月報』 昭和

18年8月 分、153ペ ージ)

一 おそ らく特高 は
、牧 口が 「忠君愛国」 思想 を排撃す るもの と見て質問 したのだ ろ うが、牧 口は う

ま くかわ して いる。「克ク孝二」を実践す ることが、そ のま ま 「克ク忠二」の実践 を意味す るので ある

か ら、 こ とさ らに天皇 が 「克 ク忠二」 と国民に命令 す る必要はない、 とい うのが牧 口の主張 である。

特高 はこれ以 上は問いただ していないが、 じつは牧 口は ここで も、政府公式見解 とは微妙 に異 なる説

明をしている。まず、『国体の本義』 を見 よう。

「我 が国に於 ては、孝は極 めて大切 な道 であ る。孝は家 を地盤 として発生す るが、 これ を大 に して

は国を以てその根底 とす る。孝は、直接 には親に対す るものであるが、更 に天皇 に対 し奉 る関係 に

於 て、忠のなかに成 り立つ」(43ペ ージ)。 「我 が国 に於て は忠 を離れて孝は存せず、孝は忠 をその根

本 としてゐる。 国体 に基づ く忠孝一本の道理 がこsに 美 しく輝 いてい る」(47ペ ージ)。
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つぎに、『臣民の道』 だが、

「抑 〃我が国 に於いて は忠 あつ ての孝 であ り、忠が大本であ る。我等は一家 に於いて父母 の子 であ

り、親子率ゐて臣民であ る。我等 の家 に於 ける孝 はそのままに忠にな らねばな らぬ。忠孝 は不ニー

本であ り、 これ我 が国体の然 らしむる ところであつて、 ここに他 国に比類 なき特色 が存 す る」(57

ページ)。 「天皇は皇祖 皇宗 を祀 り大孝 を申べ給 ひ、その御心 を体せ られ 、惟神の道に則 とっ て国を

治 め民 をしろしめし給ふ。 この皇室 に於 ける御敬神 の彌深き を仰ぎ、臣民各 〃敬神崇祖 を実践す る

ところに、自ら孝が成ぜ られ る」(58ペ ージ)。

これ らが述べてい るのは、 あくまで 「克 ク忠 二」が基本であって、そのなかに 「克 ク孝 二」が含

まれている とい うこ とである。しか も 「皇室 に於 ける御敬神 の彌深 きを仰」ぐことが前提 にあ るので、

けっ きょく 「克 ク孝二」 とは く天照大神信仰 〉以外のなに もので もない ことにな る。④の国家神道批

判 とも関わる点であるが、「親 に孝行 をすれ ばそれが君に も忠な る所以」とす る牧 口の立場は、政府 が

声高に叫ん でいた 「忠孝一本」 とは根 本的に意味 を異 にしていた。

(30)『特高月報』昭和18年8月 分、150-151ペ ージ。

(31)同 、53-154ペ ージ。

(32)『 文部省編纂 臣民の道』17-18ペ ージ。

(33)同 、101ペ ージ。

(34)『初等修身科 三』、99-100ぺ ・一一一ジ。

(35)『 初等修身科 四』、121-122ペ ージ。 なお、そ こでは次のよ うな聖戦思想 を説いている。

「昭和十六年十二月八 日、大東亜戦争 の勃発 以来、明か るい大きな希望がわき起つて来ま した。 昭

和の聖代 に生まれて、今まで の歴 史にない大きな事 業 をな しとげ るほ こ りが感 じられて、た くま し

いカが も りあがつたのであ ります。[…]そ の上、わが戦果 にかがや く南方の諸地方は、新 生の光 に

あふれ、マ ライや昭南島、 ビルマや フィ リピン、東イ ン ド諸島に響 く建設 の音が、耳 もと近 く聞え

て来ます。大東亜十億の力強い進 軍が始 つたのであ ります。 目本は、大きな胸 を開い て、 あ らゆる

東亜の住民へ、手 をにぎ りあふや う呼びかけてゐます。 日本人は、御稜威 をか しこみ仰 ぎ、世界 に

ほんた うの平和を もた らさうとして、大東亜建設の先頭 に立ち続 けるのであ ります」(同、118-121

ペ ー ジ)。

(36)『 特 高E報 』 昭 和18年8E分 、155-156ペ ー ジ。

(37)『 国体 の本 義 』、106-107ペ ー ジ 。

(38)『 初等 修 身 科 三』79-82ペ ー ジ。

(39)角 家文 雄 、 前 掲 著 、142-143ペ ー ジ。

(40)全 部挙 げ るだ け の 余裕 がな い の で 、 第31章 「文 明 地論 」 の結 び だ けを 引 く。

「将 来 の世 界 の平 和 は 恰 か も大 な る 『小』 字 形 に 排 列 せ ら る 墨 日米 英 の 三 国 に よ りて維 持 せ られ 、

依て人道的競争形式に基きて生すべき文明は発 達せ らるべき ものな らんか」(『牧 口常三郎 全集』第2

巻、第三文明社、1996年 、414ペ ージ)。

(41)こ こでも代表的な もののみ にとどめる。第1巻 第2章 「教育 の 目的 としての幸福」か ら。

「財産 によつて幸福 を遺 し得 る と思 うたのは、唯だ一片の妄想に過 ぎな くな る。却つ て多大 の財 産

を残す こ とが子供 に不幸 を継承せ しむる結果にな る。此の前二者が立証 され るな らば、誰れ が此 の

私有財産制度 の欠 陥を助長すべ く自己の生涯を費す ものぞ。此の見地に立つな らば[…]而 して来

る可き将来 に於 て遠か らず一部 分に偏 した金権 の消滅 とな り各人の経済確立 とな り平和は招 かず し

て来 る可 きである。然 しその立証は頗 る困難 である」(『牧 口常三郎全集』第5巻 、同、1982年 、132

ペ ージ)。

(42)同 書結論 部か ら引用す る。

「仏意 の極意 に基 か ざれ ば創 価教育法 の真の信 用は成立たず、之 によらざれ ば教育 の革新 は到底 出

来 ず。 然 らば千百の会議 を重 ねて も、世界平和の実現等 は到底出来ない と信ず る」(『牧 口常三郎 全
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集』第8巻 、同、1984年 、87ペ ージ)。

(43)こ れ らはすべて 『武者小路実篤全集 』第15巻(小 学館、1990年)に 収録 されている。2例 のみ挙 げる。

「日本 の未来 を」(1938年5月)と い うエ ッセーでは、r戦 争に負 ける と言ふ こ とはいか にみ じめな

ことか。 目本 が支那 に負 けた ことを思ふ と、 どんな 目に逢ふか、想 像以上の地獄 の絵巻 がひ らかれ る

や うに思ふ。今後 の 日本はますます強 くな る必要があ る。東洋の平和 と言 ふものが本 当に実現 して く

れ 珊 ま実にあ りがたい と思ふ」 とか、「現在 の 日本 は、東洋平和一 点ば りで、 目本を無視せず、軽蔑

させず に 日本の将来 を明 るくす る方法 で、東 洋平和 を確 立すべ きだ」 とか、「相手[=中 国]に も、

日本の望む 通 りに東洋平和 のた めにっ くす ことがわかれ ば許す、生かす と言 ふ道 をはつき り示 してお

く方がいyと 思ふ」 とか、わずか原稿用紙4枚 ほどの文章のなかに、平 和 とい う語 が7回 使われてい

る(同 書34-35ぺL-一・ジ)。

また 、「長期応戦には」(1938年11月)で は、「日支協力 で、東洋平和の為 に支那 の内の共 産党 だけを

征服す るこ とにきめて、そ の他 の人 には出来 るだけ寛大 な処置 をとるのがい ㌧のだ と思 う」 とか、 「今

我 等が手 をひいた ら、 その結 果 どうなるかを東洋平和 のために働いてゐ る親 日の人達 によ く知 らせ、

そ して東 洋平 和の実現 を益 々事実 によつて示すべ きだ」とか、原稿 用紙5枚 ほ どの文 章のなかで8回 使

われ てい る(同 書90-91ペ ージ)。

(44)北 御門二郎 『ある徴兵拒否者の歩み一 トルス トイ に導かれ て』地 の塩書房、1999年 。 私が見た限

り、「平和」の語が使われ ているのは3箇 所だ けで ある。ひ とつは、彼がハル ビンで 目本軍 の中国人虐

殺 につ いて知 った1936年7月20日 の 日記で、1ヶ 所。

「シ ョーペ ンハ ウエル は生存そ のものを悪 として否定 し、自ら自分の生命 を絶 っ者 を偉 大な りとし

た。 それ ほ どにも彼は、 この世の苦悩、悲惨、兇悪 、矛盾、不合理を凝視 し、〈 こは流 転の世 〉と

絶望 し果てた。それが遂 に済度すべか らざる ものであ るか、或いはいつかは獅 子 と仔羊 とが共 に臥

する平和な世 が地 上に臨む ものであるか、それ を誰が知 ろ う。が、悲 しい ことに、私は しば しば シ

ョーペ ンハ ウエル に和 して厭世論者 にな り、晩年 のラス キンの よ うに心身共 に錆沈 し果 て よ うとす

る自分 に気付か され る」(同 書38-39ペ ージ)。

また、兵役 を拒否 した直後の、1938年4月20日 の 日記 に2ヶ 所。

「畑眼 なる当局が、私が狂お しい ほどの平和論者 であ り、反軍 国主義者 であるこ とを見 抜かぬはず

はない。その私を、軍民離間のバルチス(戦 争 に対す る非協力者)を 、政府 に とっては恐るべき平

和思想 の酵母 を放任す ることが何 を意味す るか は見やす きこ とでなけれ ばな らない。社 会機 構が一

っの冷徹 なメカニズムであ り、完全 に物理 的、力学 的な法則 に従 って動 くもの とすれ ば、私は当然

発見 され、弾圧 されね ばならなかった」(同 書75ペ ージ)。

一 明 らか に北御門は
、武者小路 と違い、あ くま でく非戦 ・非暴力 〉の意味 で 「平和」 の語を用いて

い る。 その彼 にしても、 けっして この言葉 を多用 しなかった。

(45)遅 れ ばせなが らとい うの は、石 田雄 『日本 の政治 と言 葉』(下:「 『平和』 と 『国家』」、東京大学 出版

会、1989年)と い う優れた研究書 が、早い段階で この ことを詳 細に指摘 しているか らである。石 田は、

日本が 目清戦争以来ずっ とく平和 〉を戦争の大義名分 としてきたこ とを指摘 し、 とくに 日中戦 争以降

そ の傾 向が輪 をかけて激 しくなった としてい る(同 書71-81ペ ージ)。(本 稿 の もとにな ったパネ ル ・

デ ィスカ ッシ ョンの時点では、不勉強 にも筆者 が同書を読んでいなかったため、注 として記す ことに

す る。)

(46)そ もそ も、国家権力や政治家 が 口にす る 「平和」 とい うものが〈戦 争の大義名 分 〉にす ぎな いこと

は、 ほか ならぬ トルス トイが力説 してや まなかった ことである。 日露戦争 時に彼 が発表 した有名 な非

戦論か ら引用 してお く。

「世界 の諸国 に平和 を呼び かけていた 当のロシア皇帝が、世界 に向かって、心か らなる平和へ の努

力 にもかかわらず(実 は他 国の領 土を占領 し、軍隊の力でそれ を守 ろ うとい う努力なのであ るが)

日本人 か らの攻撃 を受 けた ために、 日本人 が我 々に対 して為 した同 じこ とを彼 らに対 してす るこ と
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を、っま り彼 らを殺す ことを命ず る、 とい うのである。 そ してその殺鐵皇位 の宣言 の際、彼 は神 の

名 を唱え、神 に向か って、そ の世 にも恐 ろ しき犯罪 への祝福 を給わん ことを祈 るのである。/そ れ

とち ょうど同 じことを、 日本 の皇帝 もロシア人 に対 して宣言 した。 ムラヴィヨー フ とかマル テンス

とかいった法律学者た ちは、世界平和 を訴 えるこ とと、他国の地 を占領す るた めに戦争 を起こす こ

ととは、 なん ら矛盾 しないこ とを しき りに証 明 しようとす る。また外交官 たちは、上品なフ ランス

語 の回章 を印刷 してまわ し、 その中で詳 細かつ丹 念に(誰 も信 じは しないこ とはわかっているのだ

が)平 和 関係 を築 こ うとあ らゆる努力 を試 みたあげ く(実 際 は他 の諸 国を欺 こ うといろいろ試 みた

あげ くなので あるが)、 ロシア政府はついに問題 の正 しい解決のた めの唯一の手段、す なわち人殺 し

とい う手段 に訴 えざるを得なか った とい うことを証明 しよ うと してい るので ある」(トルス トイ 『胸

に手 を当てて考 えよ う』北御 門二郎訳、地の塩書房、1992年 、26-27ペ ージ)。

また、 トル ス トイ の深 い影 響下にあ るとされ るガ ンデ ィー も、政治 家がく平 和 〉とい う言葉 を隠れ蓑

にして 〈暴力 〉の爪を研いでい ることを、鋭 く指摘 している。1947年7Aに 機 関紙 「ハ リジ ャン」 に

寄せた一文を引用す る。

「ボ ンベ イで一九三 四年に会議派[コ 国民会議派]大 会 が開かれた とき、わた しは 『平和 的』 とい

う言葉 を 『非暴力的』 とい う言葉 に置 き代 えさせ よ うと懸命 に努力 しま したが、結局は成功 しませ

んで した。 この ことか らして も 『平和 的』 とい う言葉 には、たぶん 『非暴力的』 とい う言葉 ほ ど厳

格 な意 味が与え られ ていない ことは明 らかです。わた しには、そこになん らの相違 も見 られ ませ ん。

けれ ども、わた しの考 えは見 当違 いのよ うです。 も し本質的な相違が あるとすれ ば、それ を明確 に

するのは学者の仕事 です。み なさんや わた しが知 らなけれ ばな らない のは、会議派 の実践 が、一般

に認 め られて いる言葉 の意 味では、いまや非暴力 的でない とい う事実 です。会議派 が非暴力 の政策

を誓 ったので あれ ば、非暴力 を支え とす る軍隊な どあろ うはず はあ りません。それ なのに会 議派は、

軍隊 を見せび らか しているのです 。国民がわた しの言葉 に耳 をか して くれ なけれ ば、や がて軍隊は

文官 を完全 に抑 えて、イ ン ドに軍国主義支配 を確立す るか も しれ ませ ん。 わた しは、国民大衆がわ

た しの言葉 に耳を傾 けて くれ るとい う希望 をすっか り棄 てなけれ ばな らないので しょうか?わ た

しの息の ある うちは、それを棄 てるこ とはできませ ん」(ガ ンデ ィー 『わた しの非暴力2』 森本達雄

訳、みすず書房、1997年 、267ペ ージ)。

一 トル ス トイ といい、ガ ンデ ィー といい、真の平和 を希求す るがゆえに虚偽 の〈平和 〉を斥 けざる

をえなかった。

(47)そ の うち1ヶ 所 を示 してお く。「我 が皇 軍は、この精神 によつ て 日清 ・目露の戦 を経 て、世界大戦 に

参戦 し、大いに国威 を中外 に輝か し、世界列強 の中に立 つて よく東洋の平和 を維持 し、又広 く人類 の

福祉 を維持増進す るの責任 ある地位 に立つに至つたj(『 国体 の本義』141ペ ージ)。

(48)友 田宜剛 『詔勅 の謹解 と目本精神』、国民教 育普及社 、1941年 、379ペ ージ。本書は、明治 ・大正 ・

昭和天皇 の勅語 を集 めて解説 をほどこした、 国民教化用書籍 の一つ である。

(49)『文部省編纂 臣民の道』17-18ペ ージ。

(50)内 川芳美編集解説 『現代史資料41マ ス ・メデ ィア統制2』 みすず書房、1775年 、165ペ ージ。

(51)全 文は、以下 の通 り(角 家文雄、前掲書、142-143ペ ージ)。

「詔書

天佑 ヲ保有シ万世一系 ノ皇酢 ヲ践メル大 日本帝国天皇ハ昭二忠誠 勇武ナル汝有衆二示 ス

朕菰 二米 国及英 国二対シテ戦 ヲ宣ス朕力陸海 将兵ハ全カ ヲ奮テ交戦 二従事 シ朕 力百僚有 司ハ励精職

務 ヲ奉行 シ朕 力衆庶ハ各々其 ノ本分 ヲ尽シ億 兆一心国家 ノ総力 ヲ挙 ケテ征戦 ノ 目的 ヲ達成 スルニ遺

算ナカ ラムコ トヲ期セヨ

抑 々東亜 ノ安定 ヲ確保シ以テ世界 ノ平和二寄与 スルハ　顕 ナル皇祖 考　承ナル皇考 ノ作述セル遠猷

ニシテ朕力拳々措カサル所而 シテ列国 トノ交誼 ヲ篤 クシ万邦共栄 ノ楽 ヲ楷 ニスルハ之亦帝国力常二

国交 ノ要義 卜為ス所ナ リ今 ヤ不幸 ニシテ米英両 国 卜雰端 ヲ開クニ至ル洵二已ム ヲ得サルモ ノア リ豊
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朕力志 ナラムヤ中華 民国政府襲 二帝国ノ真意 ヲ角 セス濫 二事 ヲ構ヘテ東亜 ノ平和 ヲ撹乱 シ遂 二帝国

ヲシテ干黄 ヲ執ル ニ至 ラシメ菰 二四年有余 ヲ経 タ リ幸二国民政府更新 スル ア リ帝 国ハ之 ト善隣…ノ誼

ヲ結 ヒ相提携 スル ニ至 レル モ重慶 二残存 スル政権 ハ米英 ノ庇蔭 ヲ侍 ミテ兄弟 尚未 タ旛二相 圃クヲ俊

メス米英 両国ハ残存政権 ヲ支援 シテ東亜 ノ禍乱 ヲ助長 シ平和 ノ美名二 匿 レテ東洋制覇 ノ非望 ヲ逞 ウ

セ ム トス剰へ与 国ヲ誘 ヒ帝 国ノ周辺 二於 テ武備 ヲ増強シテ我二挑戦シ更 二帝 国ノ平和的通商 二有 ラ

ユル妨害 ヲ与へ遂 二経 済断交 ヲ敢 テシ帝 国ノ生存 二重 大ナル脅威 ヲ加 フ朕ハ政府 ヲシテ事態 ヲ平 和

ノ裡二 回復セ シメム トシ隠忍久シキニ弥 リタルモ彼 ハ毫モ交譲 ノ精神ナ ク徒 二時局 ノ解決 ヲ遷延セ

シ メテ此 ノ間却 ツテ益 々経 済上軍事上 ノ脅威 ヲ増 大シ以テ我 ヲ屈従セ シメム トス斯 ノ如 クニシテ推

移セ ムカ東亜安定 二関スル帝 国積年 ノ努力ハ悉 ク水泡二帰シ帝国 ノ存立亦正二危殆二瀕セ リ事既 二

此二至ル帝国ハ今ヤ 自存 自衛 ノ為厭然起ツテー切 ノ障擬 ヲ破砕 スル ノ外ナキナ リ

皇祖 皇宗 ノ神霊上 二在 リ朕ハ汝有衆 ノ忠誠勇武 二信僑 シ祖 宗 ノ遺業 ヲ恢弘 シ速二禍根 ヲ蔓 除シテ東

亜永遠 ノ平和ヲ確立シ以テ帝 国ノ光栄 ヲ保全セ ムコ トヲ期 ス

御名 御璽

昭 和 十 六年 十 二月 八 日」

(52)『 牧 口常三 郎 全 集 』 第10巻 、 第 三 文 明社 、1987年 、17-18ぺ ・一・ジ 。
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